
 

伊勢崎都市計画地区計画の変更（伊勢崎市決定） 

都市計画伊勢崎駅周辺地区地区計画を次のように変更する。 

 

 

 

 

名  称 伊勢崎駅周辺地区地区計画 

位  置 伊勢崎市喜多町・太田町・柳原町・曲輪町・大手町・平和町の各一部 

面  積 約４４．４ ｈａ 

地区計画の目標 

本地区は伊勢崎市の中心市街地に位置し、ＪＲ・東武伊勢崎駅に隣接

する地区である。 

本地区は伊勢崎駅周辺第一土地区画整理事業及び伊勢崎駅周辺第二

土地区画整理事業による駅前広場や都市計画道路等の都市基盤の整備

を契機に、土地利用や建築物等の適切な誘導により、伊勢崎市の玄関口

としてふさわしい、にぎわいと活力あふれる市街地環境を創出すること

を目的とする。 

整
備･

開
発
及
び
保
全
の
方
針 

土地利用の方針 

本地区を４つの地区に区分し、それぞれの方針を次のように定める。

（駅南口西街区地区） 

商業・業務施設や公共公益施設等の導入により都市機能の拡充や土地

の効率的な利用を図り、中心市街地再生の先導的役割を担う。 

（駅南口東街区地区） 

駅南口西街区地区に隣接する地区として、商業・業務施設や住宅系施

設により快適で魅力ある市街地環境を形成する。 

（駅北口駅前広場地区） 

北口駅前広場に面する地区として、商業・業務施設や住宅系施設の立

地により、快適で魅力ある市街地環境の形成と、にぎわいの創出を図

る。 

（その他の市街地） 

中心市街地における既存商店街の再生や居住環境の維持向上を目指

し、にぎわいの拠点を形成する。また、住宅系市街地では、土地の有

効活用と居住環境が調和した、安全で快適な都心居住環境を形成し、

まちなか居住の促進を図る。 

地区施設の整備方針 

本地区は、駅周辺街区の高度有効利用と中心商店街の再編成、居住人

口の確保による健全な中心市街地の形成を図るために施行する土地区

画整理事業により整備される道路・公園等の公共施設について、これら

の機能が損なわれないよう維持・保全する。 

建築物等の整備方針 

伊勢崎市の玄関口にふさわしい良好な都市景観の形成や安全で快適

な都市空間を創出するため、建築物の用途制限や敷地面積の最低限度、

高さの最低限度、壁面の位置の制限、形態又は意匠及び色彩の制限、屋

外広告物の制限や垣又はさくの構造の制限を行う。 



 

地
区
整
備
計
画 

 

地区

の  

区分 

名称 駅南口西街区地区 駅南口東街区地区 駅北口駅前広場地区

面積 約２．８ ｈａ 約０．６ ｈａ 約１．７ ｈａ 

建 築 物 の 

用途の制限 

用途地域による用途制限の他に、次の各号に掲げる建築物は、建築し

てはならない。 

１．指定道路１に面す

る敷地の１階部分

を住宅、共同住宅、

寄宿舎及び下宿の

用に供する建築物

（ただし、１階部

分が事務所、店舗

などの用途を兼ね

るものは除く。） 

２．畜舎（床面積の合

計が１５㎡を超え

るもの。） 

３．倉庫業を営む倉庫

４．集会場（業として

葬儀を行うことを

主たる目的とする

ものに限る。） 

５．風俗営業等の規制

及び業務の適正化

等に関する法律

（昭和２３年法律

第１２２号）第２

条第１項第１号に

規定する風俗営業

の用に供する施設

６．個室付浴場業に係

る公衆浴場その他

これに類する建築

基準法施行令（昭

和２５年政令第３

３８号）第１３０

条の９の３に規定

する施設 

７．マージャン屋、ぱ

ちんこ屋、射的場、

勝馬投票券発売

所、場外車券売場

その他これらに類

するもの 

８．建築基準法（昭和

２５年法律第２０

１号）別表第２

（へ）項第２号及

び（と）項第３号

１．畜舎（床面積の合

計が１５㎡を超え

るもの。） 

２．倉庫業を営む倉庫 

３．集会場（業として

葬儀を行うことを

主たる目的とする

ものに限る。） 

４．風俗営業等の規制

及び業務の適正化

等に関する法律

（昭和２３年法律

第１２２号）第２

条第１項第１号に

規定する風俗営業

の用に供する施設 

５．個室付浴場業に係

る公衆浴場その他

これに類する建築

基準法施行令（昭

和２５年政令第３

３８号）第１３０

条の９の３に規定

する施設 

６．マージャン屋、ぱ

ちんこ屋、射的場、

勝馬投票券発売

所、場外車券売場

その他これらに類

するもの 

７．建築基準法（昭和

２５年法律第２０

１号）別表第２

（へ）項第２号及

び（と）項第３号

に掲げる事業を営

む工場 

８．建築基準法（昭和

２５年法律第２０

１号）別表第２

（と）項第４号に

掲げる危険物の貯

蔵又は処理に供す

る建築物 

１．指定道路３に面す

る敷地の１階部分

を住宅、共同住宅、

寄宿舎及び下宿の

用に供する建築物

（ただし、１階部

分が事務所、店舗

などの用途を兼ね

るものは除く。） 

２．畜舎（床面積の合

計が１５㎡を超え

るもの。） 

３．倉庫業を営む倉庫

４．集会場（業として

葬儀を行うことを

主たる目的とする

ものに限る。） 

５．風俗営業等の規制

及び業務の適正化

等に関する法律

（昭和２３年法律

第１２２号）第２

条第１項第１号に

規定する風俗営業

の用に供する施設

６．個室付浴場業に係

る公衆浴場その他

これに類する建築

基準法施行令（昭

和２５年政令第３

３８号）第１３０

条の９の３に規定

する施設 

７．マージャン屋、ぱ

ちんこ屋、射的場、

勝馬投票券発売

所、場外車券売場

その他これらに類

するもの 

８．建築基準法（昭和

２５年法律第２０

１号）別表第２

（へ）項第２号及

び（と）項第３号

 

 

建築物

等に関

する事

項 



 

に掲げる事業を営

む工場 

９．建築基準法（昭和

２５年法律第２０

１号）別表第２

（と）項第４号に

掲げる危険物の貯

蔵又は処理に供す

る建築物 

に掲げる事業を営

む工場 

９．建築基準法（昭和

２５年法律第２０

１号）別表第２

（と）項第４号に

掲げる危険物の貯

蔵又は処理に供す

る建築物 

建 築 物 の 

敷地面積の

最 低 限 度 

１５０㎡ 

（ただし、土地区画整理事業により換地された土地で、所有権その他の

権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するものは除く。） 

壁面の位置

の 制 限 

１．指定道路１に面す

る側は、建築物の

１階部分の外壁又

はこれに代わる柱

等の面から道路境

界線までの距離は

１ｍ以上とし、す

み切り部分の道路

境界線までの距離

は５０ｃｍ以上と

しなければならな

い。 

２．この壁面後退区域

には、移動が困難

な工作物を設置し

てはならない。 

― 

１． 指定道路３に面す

る側は、建築物の

１階部分の外壁又

はこれに代わる柱

等の面から道路境

界線までの距離は

１ｍ以上とし、す

み切り部分の道路

境界線までの距離

は５０ｃｍ以上と

しなければならな

い。 

２．この壁面後退区域

には、移動が困難

な工作物を設置し

てはならない。 

建 築 物 の 

高さの最低

限 度 

指定道路１に面する

側の建築物は、指定道

路１の道路境界線から

の距離が３５ｍ以内の

範囲において、次のい

ずれかにしなければな

らない。 

(１)地上２階建て以上

(２)高さを前面道路か

ら７ｍ以上 

指定道路２又は３に面する側の建築物（別棟

の車庫及び物置を除く。）は、次のいずれかにし

なければならない。 

(１)地上２階建て以上 

(２)指定道路２又は３に面する側の各部分の高

さを前面道路から７ｍ以上 

 

 

建築物

等に関

する事

項 

地

区

整

備

計

画 

 

 

建 築 物 の 

用途の制限 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物等の

形態又は 

意匠の制限 

 

１．形態・意匠 
（１）街並みの連続性に配慮し、周囲と調和する形態・意匠、素材を用

いるか、同等の効果が得られる処理を工夫する。 
（２）歩道に面する建物低層部についてはにぎわいが感じられる工夫を

施すようにする。 
（３）屋外階段、設備等が歩道側に配置される場合は、露出を避けると

ともに、建築物本体と同等の素材を極力用いるようにする。 
 
２．色彩 
（１）建築物の外壁等の基調色については、天空、緑などの「自然」を

活かす風合い、商品や街で活動する人々を引き立てるよう低明
度・彩度を基本とする。 

（２）強調色として用いる色数はできるだけ少なくするとともに、際立
つ色彩の使用面積は最小限度に留める。 

 
３．屋外広告物及びこれを掲出する物件 

（１）指定道路１に面

する敷地に設置す

る広告・看板等は、

自己の用に供する

もので、自己の敷地

内に設置するもの

とし、かつ美観・風

致を害しないもの

とする。 

（２）次のいずれかに

該当する広告物は、

指定道路１に面す

る敷地に設置して

はならない。 

（ア）建築物の屋上又

は屋根に設置す

る広告物等 

（イ）広告板・広告塔

（自立看板）で高

さが７ｍを超え

る広告物等 

（１）指定道路２又は指定道路３に面する敷地

に設置する広告・看板等は、自己の用に供

するもので、自己の敷地内に設置するもの

とし、かつ美観・風致を害しないものとす

る。 

（２）次のいずれかに該当する広告物は、指定

道路２又は指定道路３に面する敷地に設

置してはならない。 

（ア）建築物の屋上又は屋根に設置する広告物

等 

（イ）広告板・広告塔（自立看板）で高さが 

７ｍを超える広告物等 

（ウ）壁面広告物で一面が 25 ㎡を超えるもの、

又は合計で当該壁面面積の３分の１を超

える広告物等 

垣又はさく

の 構 造 の 

制 限 

指定道路１～３に面して設ける垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能

なフェンス等とする。 

 ただし、次のいずれかに該当するものを除く。 

１．前面道路から高さ６０ｃｍ以下のフェンス等の基礎 

２．前面道路から高さ６０ｃｍ以下のブロック塀等 

３．前面道路に面する門袖（門柱含む。）で片側の幅が２ｍ以下の部分 

「区域は計画図表示のとおり」 

 

理由書 

  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、変更を行

うものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物
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する事
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区

整

備

計
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伊勢崎都市計画地区計画の変更（伊勢崎駅周辺地区）新旧対照表。 

 

（変更前） 

 

 

名  称 伊勢崎駅周辺地区地区計画 

位  置 伊勢崎市喜多町・太田町・柳原町・曲輪町・大手町・平和町の各一部 

面  積 約４４．４ ｈａ 

地区計画の目標 

本地区は伊勢崎市の中心市街地に位置し、ＪＲ・東武伊勢崎駅に隣接

する地区である。 

本地区は伊勢崎駅周辺第一土地区画整理事業及び伊勢崎駅周辺第二

土地区画整理事業による駅前広場や都市計画道路等の都市基盤の整備

を契機に、土地利用や建築物等の適切な誘導により、伊勢崎市の玄関口

としてふさわしい、にぎわいと活力あふれる市街地環境を創出すること

を目的とする。 

整
備･

開
発
及
び
保
全
の
方
針 

土地利用の方針 

本地区を４つの地区に区分し、それぞれの方針を次のように定める。

（駅南口西街区地区） 

商業・業務施設や公共公益施設等の導入により都市機能の拡充や土地

の効率的な利用を図り、中心市街地再生の先導的役割を担う。 

（駅南口東街区地区） 

駅南口西街区地区に隣接する地区として、商業・業務施設や住宅系施

設により快適で魅力ある市街地環境を形成する。 

（駅北口駅前広場地区） 

北口駅前広場に面する地区として、商業・業務施設や住宅系施設の立

地により、快適で魅力ある市街地環境の形成と、にぎわいの創出を図

る。 

（その他の市街地） 

中心市街地における既存商店街の再生や居住環境の維持向上を目指

し、にぎわいの拠点を形成する。また、住宅系市街地では、土地の有

効活用と居住環境が調和した、安全で快適な都心居住環境を形成し、

まちなか居住の促進を図る。 

地区施設の整備方針 

本地区は、駅周辺街区の高度有効利用と中心商店街の再編成、居住人

口の確保による健全な中心市街地の形成を図るために施行する土地区

画整理事業により整備される道路・公園等の公共施設について、これら

の機能が損なわれないよう維持・保全する。 

建築物等の整備方針 

伊勢崎市の玄関口にふさわしい良好な都市景観の形成や安全で快適

な都市空間を創出するため、建築物の用途制限や敷地面積の最低限度、

高さの最低限度、壁面の位置の制限、形態又は意匠及び色彩の制限、屋

外広告物の制限や垣又はさくの構造の制限を行う。 



 

地
区
整
備
計
画 

 

地区

の  

区分 

名称 駅南口西街区地区 駅南口東街区地区 駅北口駅前広場地区

面積 約２．８ ｈａ 約０．６ ｈａ 約１．７ ｈａ 

建 築 物 の 

用途の制限 

用途地域による用途制限の他に、次の各号に掲げる建築物は、建築し

てはならない。 

１．指定道路１に面す

る敷地の１階部分

を住宅、共同住宅、

寄宿舎及び下宿の

用に供する建築物

（ただし、１階部

分が事務所、店舗

などの用途を兼ね

るものは除く。） 

２．畜舎（１５㎡を超

えるもの。） 

３．倉庫業を営む倉庫

４．集会場（業として

葬儀を行うことを

主たる目的とする

ものに限る。） 

５．風俗営業等の規制

及び業務の適正化

等に関する法律

（昭和２３年法律

第１２２号）第２

条第１項第１号及

び第２号に規定す

る風俗営業の用に

供する施設 

６．個室付浴場業に係

る公衆浴場その他

これに類する建築

基準法施行令（昭

和２５年政令第３

３８号）第１３０

条の９の２に規定

する施設 

７．マージャン屋、ぱ

ちんこ屋、射的場、

勝馬投票券発売

所、場外車券売場

その他これらに類

するもの 

８．建築基準法（昭和

２５年法律第２０

１号）別表第２

（へ）項第２号及

び（と）項第３号

１．畜舎（１５㎡を超

えるもの。） 

２．倉庫業を営む倉庫 

３．集会場（業として

葬儀を行うことを

主たる目的とする

ものに限る。） 

４．風俗営業等の規制

及び業務の適正化

等に関する法律

（昭和２３年法律

第１２２号）第２

条第１項第１号及

び第２号に規定す

る風俗営業の用に

供する施設 

５．個室付浴場業に係

る公衆浴場その他

これに類する建築

基準法施行令（昭

和２５年政令第３

３８号）第１３０

条の９の２に規定

する施設 

６．マージャン屋、ぱ

ちんこ屋、射的場、

勝馬投票券発売

所、場外車券売場

その他これらに類

するもの 

７．建築基準法（昭和

２５年法律第２０

１号）別表第２

（へ）項第２号及

び（と）項第３号

に掲げる事業を営

む工場 

８．建築基準法（昭和

２５年法律第２０

１号）別表第２

（と）項第４号に

掲げる危険物の貯

蔵又は処理に供す

る建築物 

１．指定道路３に面す

る敷地の１階部分

を住宅、共同住宅、

寄宿舎及び下宿の

用に供する建築物

（ただし、１階部

分が事務所、店舗

などの用途を兼ね

るものは除く。） 

２．畜舎（１５㎡を超

えるもの。） 

３．倉庫業を営む倉庫

４．集会場（業として

葬儀を行うことを

主たる目的とする

ものに限る。） 

５．風俗営業等の規制

及び業務の適正化

等に関する法律

（昭和２３年法律

第１２２号）第２

条第１項第１号及

び第２号に規定す

る風俗営業の用に

供する施設 

６．個室付浴場業に係

る公衆浴場その他

これに類する建築

基準法施行令（昭

和２５年政令第３

３８号）第１３０

条の９の２に規定

する施設 

７．マージャン屋、ぱ

ちんこ屋、射的場、

勝馬投票券発売

所、場外車券売場

その他これらに類

するもの 

８．建築基準法（昭和

２５年法律第２０

１号）別表第２

（へ）項第２号及

び（と）項第３号

 

 

建築物

等に関

する事

項 



 

に掲げる事業を営

む工場 

９．建築基準法（昭和

２５年法律第２０

１号）別表第２

（と）項第４号に

掲げる危険物の貯

蔵又は処理に供す

る建築物 

に掲げる事業を営

む工場 

９．建築基準法（昭和

２５年法律第２０

１号）別表第２

（と）項第４号に

掲げる危険物の貯

蔵又は処理に供す

る建築物 

建 築 物 の 

敷地面積の

最 低 限 度 

１５０㎡ 

（ただし、土地区画整理事業により換地された土地で、所有権その他の

権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するものは除く。） 

壁面の位置

の 制 限 

１．指定道路１に面す

る側は、建築物の

１階部分の外壁又

はこれに代わる柱

等の面から道路境

界線までの距離は

１ｍ以上とし、す

み切り部分の道路

境界線までの距離

は５０ｃｍ以上と

しなければならな

い。 

２．この壁面後退区域

には、移動が困難

な工作物を設置し

てはならない。 

― 

１． 指定道路３に面す

る側は、建築物の

１階部分の外壁又

はこれに代わる柱

等の面から道路境

界線までの距離は

１ｍ以上とし、す

み切り部分の道路

境界線までの距離

は５０ｃｍ以上と

しなければならな

い。 

２．この壁面後退区域

には、移動が困難

な工作物を設置し

てはならない。 

建 築 物 の 

高さの最低

限 度 

指定道路１に面する

側の建築物は、指定道

路１の道路境界線から

の距離が３５ｍ以内の

範囲において、次のい

ずれかにしなければな

らない。 

(１)地上２階建て以上

(２)高さを前面道路か

ら７ｍ以上 

指定道路２又は３に面する側の建築物（別棟

の車庫及び物置を除く。）は、次のいずれかにし

なければならない。 

(１)地上２階建て以上 

(２)指定道路２又は３に面する側の各部分の高

さを前面道路から７ｍ以上 

 

 

建築物

等に関

する事

項 

地

区

整

備

計

画 

 

 

建 築 物 の 

用途の制限 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物等の

形態又は 

意匠の制限 

 

１．形態・意匠 
（１）街並みの連続性に配慮し、周囲と調和する形態・意匠、素材を用

いるか、同等の効果が得られる処理を工夫する。 
（２）歩道に面する建物低層部についてはにぎわいが感じられる工夫を

施すようにする。 
（３）屋外階段、設備等が歩道側に配置される場合は、露出を避けると

ともに、建築物本体と同等の素材を極力用いるようにする。 
 
２．色彩 
（１）建築物の外壁等の基調色については、天空、緑などの「自然」を

活かす風合い、商品や街で活動する人々を引き立てるよう低明
度・彩度を基本とする。 

（２）強調色として用いる色数はできるだけ少なくするとともに、際立
つ色彩の使用面積は最小限度に留める。 

 
３．屋外広告物及びこれを掲出する物件 

（１）指定道路１に面

する敷地に設置す

る広告・看板等は、

自己の用に供する

もので、自己の敷地

内に設置するもの

とし、かつ美観・風

致を害しないもの

とする。 

（２）次のいずれかに

該当する広告物は、

指定道路１に面す

る敷地に設置して

はならない。 

（ア）建築物の屋上又

は屋根に設置す

る広告物等 

（イ）広告板・広告塔

（自立看板）で高

さが７ｍを超え

る広告物等 

（１）指定道路２又は指定道路３に面する敷地

に設置する広告・看板等は、自己の用に供

するもので、自己の敷地内に設置するもの

とし、かつ美観・風致を害しないものとす

る。 

（２）次のいずれかに該当する広告物は、指定

道路２又は指定道路３に面する敷地に設

置してはならない。 

（ア）建築物の屋上又は屋根に設置する広告物

等 

（イ）広告板・広告塔（自立看板）で高さが 

７ｍを超える広告物等 

（ウ）壁面広告物で一面が 25 ㎡を超えるもの、

又は合計で当該壁面面積の３分の１を超

える広告物等 

垣又はさく

の 構 造 の 

制 限 

指定道路１～３に面して設ける垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能

なフェンス等とする。 

 ただし、次のいずれかに該当するものを除く。 

１．前面道路から高さ６０ｃｍ以下のフェンス等の基礎 

２．前面道路から高さ６０ｃｍ以下のブロック塀等 

３．前面道路に面する門袖（門柱含む。）で片側の幅が２ｍ以下の部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物

等に関

する事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地

区

整

備

計

画 



 

伊勢崎都市計画地区計画の変更（伊勢崎駅周辺地区）新旧対照表 

 

（変更後） 

 

 

名  称 伊勢崎駅周辺地区地区計画 

位  置 伊勢崎市喜多町・太田町・柳原町・曲輪町・大手町・平和町の各一部 

面  積 約４４．４ ｈａ 

地区計画の目標 

本地区は伊勢崎市の中心市街地に位置し、ＪＲ・東武伊勢崎駅に隣接

する地区である。 

本地区は伊勢崎駅周辺第一土地区画整理事業及び伊勢崎駅周辺第二

土地区画整理事業による駅前広場や都市計画道路等の都市基盤の整備

を契機に、土地利用や建築物等の適切な誘導により、伊勢崎市の玄関口

としてふさわしい、にぎわいと活力あふれる市街地環境を創出すること

を目的とする。 

整
備･

開
発
及
び
保
全
の
方
針 

土地利用の方針 

本地区を４つの地区に区分し、それぞれの方針を次のように定める。

（駅南口西街区地区） 

商業・業務施設や公共公益施設等の導入により都市機能の拡充や土地

の効率的な利用を図り、中心市街地再生の先導的役割を担う。 

（駅南口東街区地区） 

駅南口西街区地区に隣接する地区として、商業・業務施設や住宅系施

設により快適で魅力ある市街地環境を形成する。 

（駅北口駅前広場地区） 

北口駅前広場に面する地区として、商業・業務施設や住宅系施設の立

地により、快適で魅力ある市街地環境の形成と、にぎわいの創出を図

る。 

（その他の市街地） 

中心市街地における既存商店街の再生や居住環境の維持向上を目指

し、にぎわいの拠点を形成する。また、住宅系市街地では、土地の有

効活用と居住環境が調和した、安全で快適な都心居住環境を形成し、

まちなか居住の促進を図る。 

地区施設の整備方針 

本地区は、駅周辺街区の高度有効利用と中心商店街の再編成、居住人

口の確保による健全な中心市街地の形成を図るために施行する土地区

画整理事業により整備される道路・公園等の公共施設について、これら

の機能が損なわれないよう維持・保全する。 

建築物等の整備方針 

伊勢崎市の玄関口にふさわしい良好な都市景観の形成や安全で快適

な都市空間を創出するため、建築物の用途制限や敷地面積の最低限度、

高さの最低限度、壁面の位置の制限、形態又は意匠及び色彩の制限、屋

外広告物の制限や垣又はさくの構造の制限を行う。 



 

地
区
整
備
計
画 

 

地区

の  

区分 

名称 駅南口西街区地区 駅南口東街区地区 駅北口駅前広場地区

面積 約２．８ ｈａ 約０．６ ｈａ 約１．７ ｈａ 

建 築 物 の 

用途の制限 

用途地域による用途制限の他に、次の各号に掲げる建築物は、建築し

てはならない。 

１．指定道路１に面す

る敷地の１階部分

を住宅、共同住宅、

寄宿舎及び下宿の

用に供する建築物

（ただし、１階部

分が事務所、店舗

などの用途を兼ね

るものは除く。） 

２．畜舎（床面積の合

計が１５㎡を超え

るもの。） 

３．倉庫業を営む倉庫

４．集会場（業として

葬儀を行うことを

主たる目的とする

ものに限る。） 

５．風俗営業等の規制

及び業務の適正化

等に関する法律

（昭和２３年法律

第１２２号）第２

条第１項第１号及

び第２号に規定す

る風俗営業の用に

供する施設 

６．個室付浴場業に係

る公衆浴場その他

これに類する建築

基準法施行令（昭

和２５年政令第３

３８号）第１３０

条の９の２３に規

定する施設 

７．マージャン屋、ぱ

ちんこ屋、射的場、

勝馬投票券発売

所、場外車券売場

その他これらに類

するもの 

８．建築基準法（昭和

２５年法律第２０

１号）別表第２

（へ）項第２号及

１．畜舎（床面積の合

計が１５㎡を超え

るもの。） 

２．倉庫業を営む倉庫 

３．集会場（業として

葬儀を行うことを

主たる目的とする

ものに限る。） 

４．風俗営業等の規制

及び業務の適正化

等に関する法律

（昭和２３年法律

第１２２号）第２

条第１項第１号及

び第２号に規定す

る風俗営業の用に

供する施設 

５．個室付浴場業に係

る公衆浴場その他

これに類する建築

基準法施行令（昭

和２５年政令第３

３８号）第１３０

条の９の２３に規

定する施設 

６．マージャン屋、ぱ

ちんこ屋、射的場、

勝馬投票券発売

所、場外車券売場

その他これらに類

するもの 

７．建築基準法（昭和

２５年法律第２０

１号）別表第２

（へ）項第２号及

び（と）項第３号

に掲げる事業を営

む工場 

８．建築基準法（昭和

２５年法律第２０

１号）別表第２

（と）項第４号に

掲げる危険物の貯

蔵又は処理に供す

１．指定道路３に面す

る敷地の１階部分

を住宅、共同住宅、

寄宿舎及び下宿の

用に供する建築物

（ただし、１階部

分が事務所、店舗

などの用途を兼ね

るものは除く。） 

２．畜舎（床面積の合

計が１５㎡を超え

るもの。） 

３．倉庫業を営む倉庫

４．集会場（業として

葬儀を行うことを

主たる目的とする

ものに限る。） 

５．風俗営業等の規制

及び業務の適正化

等に関する法律

（昭和２３年法律

第１２２号）第２

条第１項第１号及

び第２号に規定す

る風俗営業の用に

供する施設 

６．個室付浴場業に係

る公衆浴場その他

これに類する建築

基準法施行令（昭

和２５年政令第３

３８号）第１３０

条の９の２３に規

定する施設 

７．マージャン屋、ぱ

ちんこ屋、射的場、

勝馬投票券発売

所、場外車券売場

その他これらに類

するもの 

８．建築基準法（昭和

２５年法律第２０

１号）別表第２

（へ）項第２号及

 

 

建築物

等に関

する事

項 



 

び（と）項第３号

に掲げる事業を営

む工場 

９．建築基準法（昭和

２５年法律第２０

１号）別表第２

（と）項第４号に

掲げる危険物の貯

蔵又は処理に供す

る建築物 

る建築物 び（と）項第３号

に掲げる事業を営

む工場 

９．建築基準法（昭和

２５年法律第２０

１号）別表第２

（と）項第４号に

掲げる危険物の貯

蔵又は処理に供す

る建築物 

建 築 物 の 

敷地面積の

最 低 限 度 

１５０㎡ 

（ただし、土地区画整理事業により換地された土地で、所有権その他の

権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するものは除く。） 

壁面の位置

の 制 限 

１．指定道路１に面す

る側は、建築物の

１階部分の外壁又

はこれに代わる柱

等の面から道路境

界線までの距離は

１ｍ以上とし、す

み切り部分の道路

境界線までの距離

は５０ｃｍ以上と

しなければならな

い。 

２．この壁面後退区域

には、移動が困難

な工作物を設置し

てはならない。 

― 

１． 指定道路３に面す

る側は、建築物の

１階部分の外壁又

はこれに代わる柱

等の面から道路境

界線までの距離は

１ｍ以上とし、す

み切り部分の道路

境界線までの距離

は５０ｃｍ以上と

しなければならな

い。 

２．この壁面後退区域

には、移動が困難

な工作物を設置し

てはならない。 

建 築 物 の 

高さの最低

限 度 

指定道路１に面する

側の建築物は、指定道

路１の道路境界線から

の距離が３５ｍ以内の

範囲において、次のい

ずれかにしなければな

らない。 

(１)地上２階建て以上

(２)高さを前面道路か

ら７ｍ以上 

指定道路２又は３に面する側の建築物（別棟

の車庫及び物置を除く。）は、次のいずれかにし

なければならない。 

(１)地上２階建て以上 

(２)指定道路２又は３に面する側の各部分の高

さを前面道路から７ｍ以上 

 

 

建築物

等に関

する事

項 

地

区

整

備

計

画 

 

 

建 築 物 の 

用途の制限 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物等の

形態又は 

意匠の制限 

 

１．形態・意匠 
（１）街並みの連続性に配慮し、周囲と調和する形態・意匠、素材を用

いるか、同等の効果が得られる処理を工夫する。 
（２）歩道に面する建物低層部についてはにぎわいが感じられる工夫を

施すようにする。 
（３）屋外階段、設備等が歩道側に配置される場合は、露出を避けると

ともに、建築物本体と同等の素材を極力用いるようにする。 
 
２．色彩 
（１）建築物の外壁等の基調色については、天空、緑などの「自然」を

活かす風合い、商品や街で活動する人々を引き立てるよう低明
度・彩度を基本とする。 

（２）強調色として用いる色数はできるだけ少なくするとともに、際立
つ色彩の使用面積は最小限度に留める。 

 
３．屋外広告物及びこれを掲出する物件 

（１）指定道路１に面

する敷地に設置す

る広告・看板等は、

自己の用に供する

もので、自己の敷地

内に設置するもの

とし、かつ美観・風

致を害しないもの

とする。 

（２）次のいずれかに

該当する広告物は、

指定道路１に面す

る敷地に設置して

はならない。 

（ア）建築物の屋上又

は屋根に設置す

る広告物等 

（イ）広告板・広告塔

（自立看板）で高

さが７ｍを超え

る広告物等 

（１）指定道路２又は指定道路３に面する敷地

に設置する広告・看板等は、自己の用に供

するもので、自己の敷地内に設置するもの

とし、かつ美観・風致を害しないものとす

る。 

（２）次のいずれかに該当する広告物は、指定

道路２又は指定道路３に面する敷地に設

置してはならない。 

（ア）建築物の屋上又は屋根に設置する広告物

等 

（イ）広告板・広告塔（自立看板）で高さが 

７ｍを超える広告物等 

（ウ）壁面広告物で一面が 25 ㎡を超えるもの、

又は合計で当該壁面面積の３分の１を超

える広告物等 

垣又はさく

の 構 造 の 

制 限 

指定道路１～３に面して設ける垣又はさくの構造は、生垣又は透視可能

なフェンス等とする。 

 ただし、次のいずれかに該当するものを除く。 

１．前面道路から高さ６０ｃｍ以下のフェンス等の基礎 

２．前面道路から高さ６０ｃｍ以下のブロック塀等 

３．前面道路に面する門袖（門柱含む。）で片側の幅が２ｍ以下の部分 
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